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本マニュアルは、独立行政法人農畜産業振興機構（ALIC）が実施

する肉豚経営安定交付金制度（豚マルキン）について、eMAFF に

よる申請の方法の概要を示したものです。 

農林水産省共通申請サービスの一般的な使用方法については、農

林水産省が作成している「申請者向け操作マニュアル」をご参照く

ださい。 

〇 eMAFFで申請できる豚マルキン手続き 

・肉豚生産者要件審査申請 

・肉豚生産者登録内容変更届出 

・肉豚生産者登録中止届出 

・権利義務承継承認申請 

・事業対象頭数承認申請 

・事業対象頭数変更承認申請 

・肉豚販売確認申出書の提出 

・負担金の納付期限延長希望申出（災害・豚熱発生時の手続き） 

 

※eMAFF による申請は、申請内容を記入した肉豚経営安定交付金

交付要綱に定める様式の電子データ（活字や手書き等で記入したも

のを PDF 等にしたもの）が必要となりますので、「Ⅱ 申請」に先

立ち、予めご用意ください。 
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１．gBizID アカウントの取得 

共通申請サービスで電子申請をするには、本人確認済の gBizID 

アカウントが必要です。下記の gBizIDウェブサイトに掲載されて

いるマニュアルを参考に gBizIDプライムを取得してください。 

 

２．ログイン 

（１）https://e.maff.go.jp/にアクセスします。 

共通申請サービス（申請者用）のログイン前画面が表示される

ので、「eMAFF IDでログイン」をクリックします。  

 
 

 

 

Ⅰ アカウント、ログイン 

▼マニュアル（gBizID プライム編）の掲載先 

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime.pdf 
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（２）「gBizIDでログイン」をクリックします。

 
 

（３）gBizID の WEB サイトログイン画面が表示されるので、

「アカウント ID」に gBizID(登録メールアドレス)、「パスワ

ード」に gBizパスワードを入力して「ログイン」をクリック

します。 
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（４）「コードの入力」画面が開きます。gBizID に登録したメール

アドレスに届いたコードを入力し、「続ける」をクリックしま

す。 

 
 

（初回ログイン時の操作） 

※１ 初回ログイン時は、利用規約の同意

が求められますので、内容を確認の

上、「同意する」にチェックを入れ、

「次へ」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 



 

4 
 

※ ２ 初回ログイン時に、受信したい通知メールの種類の設定、

「申請代行」、及び「グループ申請」を利用するか否かの設定を

します。設定内容は後から変更することができます。 

 

 

  

共通申請サービスに関する重要

なお知らせメールを受信する場

合は有効にします。 

機構からの申請の差戻、承認等の

審査に関する通知メールを受信

する場合は有効にします。 

事務委託先等の申請代行者が、申

請者からの申請代行依頼を受け

付ける場合に有効にします。 

代理申請を依頼する側の申請者

は設定しないでください。 

※豚マルキンの事務委託先の場

合は、設定を有効にしてくださ

い。 

グループ申請を行う場合は設定

を有効にします。 

※豚マルキンでは使用しません。 
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１．申請手続を探す 

【制度名及び手続名で探す】 

（１）「手続を探す」から、「あなたの申請一

覧から探す」をクリックします。 

 

（２）「申請情報一覧」画面が開きます。画面右上の「新規に申請す

る」ボタンをクリックします。 

 

 

（３）「申請選択」画面が開きます。 

①「制度」欄に「肉豚」と入力すると、肉豚経営安定交付金がプル

ダウンで表示されるのでクリックします。 

 

 

Ⅱ 申請 
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②「手続」欄を選択するとプルダウンで手続きが表示されます。申

請を行いたい手続をクリックします。 

 

例 『権利義務承継』『事業対象頭数承認』など。 

③「申請する年度」は、現在申請できる年度が 1 年度分しかない

場合は「-」が自動的に入力されます。 

④①～③の入力をしたら、画面下部の「次へ」をクリックすると、

「申請書の編集」画面が表示されます。 
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【その他の方法で探す】 

以下の方法で申請手続きを探す場合については、申請者向け操作

マニュアルをご参照ください。 

 キーワードで探す 

 「よく利用されている手続」から探す 

 定期的な手続きから探す 

 あなたの申請一覧から探す（過去の申請情報を利用する） 
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２．申請内容を記入・提出する 

（１）「申請情報」欄を入力します。 

①「申請年月日」 

②「提出先（地域レベル）」 ⇒「地方」 

③「提出先（地域名）」 ⇒「独立行政法人農畜産業振興機構（ALIC）」 

 

 

（２）経営体情報を確認します。 

 

 

（３）申請書類をアップロードします。 

①手続ごとで必要な申請書類の項目の「ファイルをアップロード」

をクリックします。 

⇒ エクスプローラから当該ファイルをアップロードします。 
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（４）書類のアップロード等が完

了したら、画面下部の「申請」

ボタンをクリックします。 

※直ちに申請しない場合は、一時保存が可能です。 

 

（５）確認画面が開きます。入力した内容を確認の上、問題なければ

再度「申請」ボタンをクリックします。機構に送信されます。 

申請内容を修正する場合は「戻る」をクリックします。 
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【参考１】一時保存した申請の編集 

（１）「手続を探す」から「あなたの申請一覧

から探す」をクリックします。 

 

（２）「申請情報一覧」から、編集したい申請の「編集」ボタンを

クリックします。一時保存したところより項目を入力す 

ることができます。 
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【参考２】申請の取り下げ 

機構が受付処理を行う前であれば申請の取り下げが可能です。

（機構の受付後は、機構からの修正依頼等を受けてから取り下げ

や修正を行うこととなりますので機構までお問合せください。） 

（１）【参考１】と同様に、取り下げたい手続きの「編集」ボタン

をクリックします。※ステータスが「ALIC受付待ち」になってい

る場合に取り下げが可能です。 

 

（２）画面下部の「取下」ボタンをクリックします。 

 
（３）「取下確認」画面で、再度「取下」ボタンをクリックします。 

※取り下げ後、当該手続きのステータスが「申請待ち」になりますので、

修正して再度申請することもできます。 
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 １．通知の確認 

申請に関する機構からの各種通知は、以下のとおりです。 

通知の種類 内容 

承諾通知 審査の結果、申請が承諾された場合に受信する通知です。

手続きによっては、承諾ではなく、受理等の場合もありま

す。 

差戻通知 申請に不備等があり、差し戻された場合に受信する通知で

す。申請者は差戻理由を確認の上、申請内容を確認・修正

し、再度申請します。 

却下通知 審査の結果、申請が却下された場合に受信する通知です。

却下された理由を確認してください。 

申請照会通

知・申請照会

回答通知 

機構から問合せがあった場合に受信する通知です。また、

機構に対するお問合せへの回答は「申請照会回答通知」に

なります。 

 

 

 

 

 

Ⅲ 機構からの通知 
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機構からの通知は、電子メールで申請者のメールアドレス宛に

送信されます。 

また、共通申請サービスのトップページの「通知」欄からも閲覧

できます。 

（１）ホーム画面にて、確認したい通知の「詳細」ボタンをクリック

します。 

 

 
（２）「通知」の内容が表示されます。表示されている URL をクリ

ックすると詳細を確認できます。 
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２．機構による承諾 

（１）提出した申請が機構に承諾されると「承諾通知」が届きます。

URLをクリックすると、申請内容にて申請ステータスが「審査完了」

になっていることが確認できます。 

 
（２）機構からの通知文（PDF）がある場合は、「お問合せ」機能

又は郵送、メール送付で届きます。 

①「お問合せ」機能での確認は、「お問合せ」タブを開き、該当す

る問い合わせの「詳細」ボタンをクリックします。 

 
②お問合せ内容の最下部に、通知文（PDF）が添付されています    

ので、クリックしてダウンロードします。 
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３．差し戻しへの対応 

（１）申請内容に不備等があった場合に、機構から差戻通知が届きま

す。通知に記載されている URLをクリックしてください。（方

法は、Ⅲの１を参照） 

 

（２）「申請書の編集」画面の下部にある「差戻・却下事由」を確認

します。 

 

 

（３）申請内容を修正する場合、差し戻された書類は「削除」して、

修正後の書類をアップロードします。 

その後、「申請」ボタンをクリックして再度申請します。 

  

差し戻された書類は「削除」ボタンで削除します。 
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４．申請照会通知・申請照会回答通知 

（１）申請内容に不明な点があった場合に、機構から申請照会通知が

届きます。また、申請者から問い合わせに対して、機構から回

答があった場合、申請照会回答通知が届きます。通知に記載さ

れている URLをクリックしてください。（方法は、Ⅲの１を参

照） 

 

（２）「お知らせ」タブをクリックし、「詳細」を開きます。 

 

 

（３）機構からの問い合わせ内容を確認します。 
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（４）「回答内容」欄に回答を記載します。必要に応じて、「添付ファ

イル」欄にファイルをアップロードします。 

 「回答」ボタンをクリックすると、機構に送信されます。 

 
 

 

  



 

18 
 

【参考３】手続きが完了した申請の確認 

（１）「手続を探す」から「あなたの申請一覧

から探す」をクリックします。 

 

（２）検索条件のうち「完了している申請を表示する」に「✔」を

入れて、「検索」ボタンをクリックします。 

 

 

（３）「審査完了」している手続きが表示されるようになります。 
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１．申請者向け操作マニュアルのダウンロード 

（１）「お困りの場合」から、「操作マニュアルか

ら探す」を選択します。 

 

（２）検索欄に「申請者マニュアル」と入力し、必要な Partをダ

ウンロードします。 

 

Ⅳ その他 


